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【審査請求に係る処分の内容】 
令和 4 年 9 ⽉ 26 ⽇付けで審査請求⼈が⾏った⾏政⽂書の開⽰請求(同⽉ 28 ⽇受付)につい
て、⾏政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下、「情報公開法」という。)第 9 条第
2 項の規定に基づき、松⽥浩樹・内閣官房内閣総務官が令和 4 年 10 ⽉ 28 ⽇付で不開⽰決
定(閣総第 636 号)。 
不開⽰理由は「本件対象⽂書については、作成⼜は取得しておらず、若しくは廃棄しており、
保有していないため(不存在)。」とされている。 
 
【審査請求に係る処分があったことを知った年⽉⽇】 
令和 4 年 11 ⽉ 10 ⽇ 
 
【審査請求の趣旨及び理由】 
本件で審査請求⼈が開⽰請求した⽂書は、「国の儀式として⾏う総理⼤⾂経験者の国葬儀を
閣議決定で⾏うことについて、令和 4 年 7 ⽉ 12 ⽇〜14 ⽇に内閣法制局とやりとりした内
容を記録した⽂書⼀切。ただし令和 4 年 9 ⽉ 26 ⽇付け閣総第 556 号-3 で開⽰された『国
の儀式として⾏う総理⼤⾂経験者の国葬議を閣議決定で⾏うことについて』を除く」であ
る。 
以下、不開⽰理由とされた「⽂書不存在」が事実に反する根拠を述べ、不開⽰決定の不当性
を説明すると共に、本審査請求に対する厳正な処理を求める。 
 
内閣法制局⻑官が令和 4 年 8 ⽉ 18 ⽇付で審査請求⼈に開⽰決定した、令和 4 年度応接録の
うち「国の儀式として⾏う総理⼤⾂経験者の国葬議を閣議決定で⾏うことについて」(内閣
法制局⼀第 20 号)には、以下の事実が記載されている。 
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令和 4 年 7 ⽉ 12 ⽇〜14 ⽇にかけて、内閣官房内閣総務官室と内閣府⼤⾂官房総務課が「国
の儀式として⾏う総理⼤⾂経験者の国葬議を閣議決定で⾏うことについて」、内閣法制局の
乗越参事官と森下参事官補に相談した。 
 
この相談の際、内閣官房内閣総務官室及び内閣府⼤⾂官房総務課の担当者が、内閣法制局の
乗越参事官と森下参事官補とのやりとりを記録し⾏政⽂書として保有していることは、情
報公開法と公⽂書等の管理に関する法律(以下、「公⽂書管理法」という。)の規定から明ら
かである。 
情報公開法は、⾏政⽂書について以下のように定めている。 
 
「この法律において『⾏政⽂書』とは、⾏政機関の職員が職務上作成し、⼜は取得した⽂書、
図画及び電磁的記録(電⼦的⽅式、磁気的⽅式その他⼈の知覚によっては認識するころがで
きない⽅式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該⾏政機関の職員が組織的に
⽤いるものとして、当該⾏政機関が保有しているものをいう」(同法第 4 条第 2 項柱書) 
 
公⽂書管理法においても⾏政⽂書について同様の定義をしており(同法第2条第4項柱書)、
第4条で⽂書の作成を義務付けている。 
 
「⾏政機関の職員は、第⼀条の⽬的の達成に資するため、当該⾏政機関における経緯も含
めた意思決定に⾄る過程並びに当該⾏政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、⼜
は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げ
る事項その他の事項について、⽂書を作成しなければならない」 
 
⽂書の作成義務がある「次に掲げる事項」は5項⽬あるが、閣議決定で実施された国葬に
関する今回の⽂書は、第4条の第2項に該当する。 
 
「前号に定めるもののほか、閣議、関係⾏政機関の⻑で構成される会議⼜は省議（これら
に準ずるものを含む。）の決定⼜は了解及びその経緯」 
 
以上から、令和4年7⽉12⽇〜14⽇にかけて、内閣官房内閣総務官室及び内閣府⼤⾂官房総
務課が、内閣法制局の乗越参事官と森下参事官補に相談した際のやりとりを記録した⾏政
⽂書を「作成⼜は取得しておらず不存在」というのはあり得ない。あり得るとしたら内閣
官房内閣総務官室及び内閣府⼤⾂官房総務課が公⽂書管理法の第4条が定める⽂書作成義
務に違反している場合であるが、これも事案の重⼤性に鑑みれば想定し難い。 
 



また、⽂書不存在の根拠として「廃棄」も挙げられているが、公⽂書管理法第６条では⾏
政⽂書の保存を義務付けており、あり得ない。仮にそうであれば、内閣官房内閣総務官室
及び内閣府⼤⾂官房総務課が公⽂書管理法の第6条が定める⽂書保存義務に違反したこと
になる。以下に第6条第1項の条⽂を⽰す。 
 
「⾏政機関の⻑は、⾏政⽂書ファイル等について、当該⾏政⽂書ファイル等の保存期間の
満了する⽇までの間、その内容、時の経過、利⽤の状況等に応じ、適切な保存及び利⽤を
確保するために必要な場所において、適切な記録媒体により、識別を容易にするための措
置を講じた上で保存しなければならない」 
 
なお、閣総第556-3令和4年9⽉26⽇付で開⽰された⽂書は、内閣法制局とのやりとりを記
録した⽂書でない上に、令和4年7⽉14⽇付の⽂書のことである。内閣法制局との協議は同
年7⽉12⽇と13⽇も⾏われたことを付⾔しておく。 
 
【処分庁の教⽰】 
内閣官房内閣総務官室から、不開⽰決定に不服の場合は⾏政不服審査法の規定により、この
決定を知った⽇の翌⽇から起算して 3 ヶ⽉以内に内閣総理⼤⾂に対して審査請求ができる
旨の教⽰あり。 
 
【審査請求の年⽉⽇】 
令和５年 1 ⽉ 27 ⽇ 




